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(57)【要約】
【課題】
　バックライトの消費電力の削減に伴って、新たに発生
するクロストークを安定化させる。
【解決手段】
　入力信号１は、信号処理回路１０で処理され、ＲＧＢ
バックライト光量１１とサブ画素透過率１２に分離され
る。ＲＧＢバックライト光量１１に基づいて、補正係数
算出回路２２は補正係数２３を算出する。サブ画素透過
率補正回路２４は、補正係数２３を入力してサブ画素透
過率１２を補正し、補正したサブ画素透過率２５を出力
する。補正したサブ画素透過率２５は、ＬＣＤパネル１
８を駆動するＬＣＤ駆動回路１４に入力される。一方、
ＲＧＢバックライト光量１１は、ＬＥＤバックライト１
７を駆動するＬＥＤ駆動回路１３に入力される。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の基板と前記一対の基板間に挟持された液晶層と前記液晶層に電界を印加するため
の複数の電極群とを有し、複数のサブ画素を形成した液晶パネルと、
　各色毎に光照射の制御が可能なバックライト部と、
　前記バックライト部の発光の波長分布特性と前記サブ画素の透過率の波長分布特性との
不一致によるクロストークの情報を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段の情報に基づき、前記サブ画素の透過率及び前記バックライト部の発光量
を調整するコントローラと、を有する
　液晶表示装置。
【請求項２】
　前記複数のサブ画素は赤色，緑色，青色に対応する３色のサブ画素で構成され、
　前記バックライト部は赤色，緑色，青色に対応する３色の光源で構成される
　請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記バックライト部の各色の光源を独立に駆動する駆動手段を有する
　請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記コントローラは、前記バックライト部の発光量と前記クロストークの情報とに基づ
き、前記サブ画素の透過率を決定する
　請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　一対の基板と前記一対の基板間に挟持された液晶層と前記液晶層に電界を印加するため
の複数の電極群とを有し、複数のサブ画素を形成した液晶パネルと、
　各色毎に光照射の制御が可能なバックライト部と、
　前記バックライト部の発光の波長分布特性と前記サブ画素の透過率の波長分布特性とを
記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段の情報に基づき、前記バックライト部の発光の波長分布特性と前記サブ画
素の透過率の波長分布特性との不一致によるクロストークの情報を得る手段と、
　前記クロストークの情報に基づき、前記サブ画素の透過率及び前記バックライト部の発
光量を調整するコントローラと、を有する
　液晶表示装置。
【請求項６】
　前記複数のサブ画素は赤色，緑色，青色に対応する３色のサブ画素で構成され、
　前記バックライト部は赤色，緑色，青色に対応する３色の光源で構成される
　請求項５に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記バックライト部の各色の光源を独立に駆動する駆動手段を有する
　請求項５に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記コントローラは、前記バックライト部の発光量と前記クロストークの情報とに基づ
き、前記サブ画素の透過率を決定する
　請求項５に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記記憶手段は、前記バックライト部の発光の波長分布特性と前記サブ画素の透過率の
波長分布特性とを、等色関数で表記して記憶する
　請求項５に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記記憶手段は、前記バックライト部の発光の波長分布特性と前記サブ画素の透過率の
波長分布特性とを、前記バックライト部の光量の変数としてテーブル形式で記憶する
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　請求項５に記載の液晶表示装置。
【請求項１１】
　一対の基板と前記一対の基板間に挟持された液晶層と前記液晶層に電界を印加するため
の複数の電極群とを有し、複数のサブ画素を形成した液晶パネルと、
　各色毎に光照射の制御が可能なバックライト部と、
　前記バックライト部の発光の波長分布特性と前記サブ画素の透過率の波長分布特性との
不一致を補正する手段と、
　前記補正する手段により作成された補正情報に基づき、前記サブ画素の透過率及び前記
バックライト部の発光量を調整するコントローラと、を有する
　液晶表示装置。
【請求項１２】
　前記複数のサブ画素は赤色，緑色，青色に対応する３色のサブ画素で構成され、
　前記バックライト部は赤色，緑色，青色に対応する３色の光源で構成される
　請求項１１に記載の液晶表示装置。
【請求項１３】
　前記バックライト部の各色の光源を独立に駆動する駆動手段を有する
　請求項１１に記載の液晶表示装置。
【請求項１４】
　一対の基板と前記一対の基板間に挟持された液晶層と前記液晶層に電界を印加するため
の複数の電極群とを有し、複数のサブ画素を形成した液晶パネルと、
　各色毎に光照射の制御が可能なバックライト部と、
　外部に記憶された前記バックライト部の発光の波長分布特性と前記サブ画素の透過率の
波長分布特性との情報を受信するデータ受信手段と、
　前記データ受信手段が受けた情報に基づき、前記バックライト部の発光の波長分布特性
と前記サブ画素の透過率の波長分布特性との不一致によるクロストークの情報を得る手段
と、
　前記クロストークの情報に基づき、前記サブ画素の透過率及び前記バックライト部の発
光量を調整するコントローラと、を有する
　液晶表示装置。
【請求項１５】
　前記複数のサブ画素は赤色，緑色，青色に対応する３色のサブ画素で構成され、
　前記バックライト部は赤色，緑色，青色に対応する３色の光源で構成される
　請求項１４に記載の液晶表示装置。
【請求項１６】
　前記バックライト部の各色の光源を独立に駆動する駆動手段を有する
　請求項１４に記載の液晶表示装置。
【請求項１７】
　前記コントローラは、前記バックライト部の発光量と前記クロストークの情報とに基づ
き、前記サブ画素の透過率を決定する
　請求項１４に記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置にて、カラー画像を表示する画像表示装置及び画像表示方法に
関わる。
【背景技術】
【０００２】
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　カラー画像の表示装置として、バックライトと、画素毎の透過率制御を行う液晶パネル
を組み合わせて表示を行う液晶ディスプレイがある。カラー画像を表示するには、バック
ライトは少なくともＲＧＢ３色成分を含み、液晶パネルに配置する画素は、ＲＧＢ３色の
カラーフィルタを備えるサブ画素から構成することで、バックライト光量をＲＧＢサブ画
素の透過率を制御することで全体として画像表示を行うことができる。
【０００３】
　ここで、サブ画素はＲＧＢのいずれかのカラーフィルタを備えた最小単位の画素を指し
、ＲＧＢの三つのサブ画素を組み合わせて画素を構成して、複数の画素を面内に多数配置
することで画面を作る。
【０００４】
　表示原理を簡単にまとめれば、バックライト光量を、サブ画素毎の液晶透過率で調整す
ることで、サブ画素毎の濃淡を制御することができる。サブ画素には、カラーフィルタを
付加することで、ＲＧＢの濃淡を表示できる。この表示出力は、バックライト光量と液晶
透過率の掛け算の結果となる。なお、現実にはガンマ特性と呼ばれる非線形特性を含む場
合があるが、ここでは信号特性は線形であるとする。
【０００５】
　ここで、バックライトとして蛍光灯を常時点灯する構成では、バックライト光量が一定
であるから、上記掛け算における変数は、サブ画素の液晶透過率になる。一方、表示画像
に合わせバックライトの光量を変調する構成では、上記掛け算における変数はバックライ
ト光量と液晶パネル透過率の両者となる。バックライトの光量を赤色（以下、“Ｒ”で示
す）、緑色（以下、“Ｇ”で示す）、青色（以下、“Ｂ”で示す）の各色で独立制御する
液晶表示装置の構成については、下記特許文献１，２に記載されている。下記特許文献１
では、バックライト部の発光を感知する光センサからの出力信号と、液晶表示部に表示す
べく入力された色毎の画像信号とを基にして、液晶表示部の色毎の表示データの変更とバ
ックライト部の各色毎の発光量とを同時に制御するコントローラを備えた液晶表示装置に
ついて記載されている。また、下記特許文献２では、バックライトの光量を調整するコン
トローラにおいて、バックライト部の各色の一連の発光期間の発光開始タイミングと発光
終了タイミングとが全ての色で一致するように制御することが記載されている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－２５８４０４号公報
【特許文献２】特開２００５－２０８４２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献１，２は共に、液晶パネルのＲ，Ｇ，Ｂ画素の透過率と、バックライトの
Ｒ，Ｇ，Ｂの光量を夫々調整し、画質向上を実現している。しかし、これらの文献では、
液晶パネル透過率の波長分布とバックライト光量の波長分布との相違に起因するクロスト
ークの影響について考慮が成されていない。このクロストークは、液晶パネル透過率とバ
ックライト光量の波長分布が相違する場合に、先に述べた掛け算の関係がＲＧＢそれぞれ
独立に計算できずに、ＲＧＢ間の相互作用が発生する現象であり、画質劣化を引き起こす
こととなる。
【０００８】
　このような課題に鑑み、本発明は、液晶パネル，バックライト間のクロストークを考慮
した液晶表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するために、本発明では、一対の基板と前記一対の基板間に挟持され
た液晶層と前記液晶層に電界を印加するための複数の電極群とを有し、複数のサブ画素を
形成した液晶パネルと、各色毎に光照射の制御が可能なバックライト部と、前記バックラ
イト部の発光の波長分布特性と前記サブ画素の透過率の波長分布特性との不一致によるク
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ロストークの情報を記憶する記憶手段と、前記記憶手段の情報に基づき、前記サブ画素の
透過率及び前記バックライト部の発光量を調整するコントローラと、を有する液晶表示装
置の構成をとる。ここで、他の実施形態としては、上記のクロストークの情報自体を記憶
するのではなく、前記バックライト部の発光の波長分布特性と前記サブ画素の透過率の波
長分布特性の情報を記憶し、これらの情報を基にクロストークの情報を得る手段を備えた
液晶表示装置の構成も取り得る。この場合、前記バックライト部の発光の波長分布特性と
前記サブ画素の透過率の波長分布特性とは、等色関数で表記して記憶することもできるし
、また前記バックライト部の光量の変数としてテーブル形式で記憶することもできる。
【００１０】
　また、本発明の他の実施形態としては、前記バックライト部の発光の波長分布特性と前
記サブ画素の透過率の波長分布特性との不一致を補正する手段を備え、前記補正する手段
により作成された補正情報に基づき、前記サブ画素の透過率及び前記バックライト部の発
光量を調整するコントローラを有する液晶表示装置の構成がある。
【００１１】
　更に、本発明の他の実施形態としては前記バックライト部の発光の波長分布特性と前記
サブ画素の透過率の波長分布特性との情報を外部に記憶し、この情報を受信するデータ受
信手段を備え、前記データ受信手段が受けた情報に基づき、前記バックライト部の発光の
波長分布特性と前記サブ画素の透過率の波長分布特性との不一致によるクロストークの情
報を得る手段と、前記クロストークの情報に基づき、前記サブ画素の透過率及び前記バッ
クライト部の発光量を調整するコントローラと、を有する液晶表示装置の構成がある。
【００１２】
　また、上記の各実施形態において、前記複数のサブ画素は赤色，緑色，青色に対応する
３色のサブ画素で構成され、前記バックライト部は赤色，緑色，青色に対応する３色の光
源で構成される液晶表示装置の構成をとることもできる。ここで、赤色，緑色，青色は、
任意の定義を利用することができて、例えばＣＩＥ（国際照明学会）が定めるＲＧＢ表色
系を用いて、それぞれ波長７００.０ｎｍ，５４６.１ｎｍ，４３５.８ｎｍ の単色放射を
原刺激とする光であると規定することができる。あるいは、任意の光源の発光波長、もし
くはカラーフィルタの透過波長を、赤色，緑色，青色と規定することもできる。
【００１３】
　また、上記の各実施形態において、前記バックライト部の各色の光源を独立に駆動する
駆動手段を有する液晶表示装置の構成、更に前記コントローラは、前記バックライト部の
発光量と前記クロストークの情報とに基づき、前記サブ画素の透過率を決定する液晶表示
装置の構成をとることもできる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明により、バックライト光量と液晶パネル透過率の両者を制御する表示装置におい
て、より高画質な液晶表示装置を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１は本発明にかかる液晶表示装置全体の概要図である。偏光板１１１，１１２を有す
る基板１３１，１３２間に液晶層１２１が配置する。光入射側の基板１３１には、液晶層
に電界を印加するための共通電極１３３，画素電極１３５が、絶縁膜１３７，保護絶縁膜
１３８を介して形成される。尚、図１ではいわゆる横電界方式の電極構造として現してい
るが、本発明にかかる液晶表示装置の構成はこの電極構造に限定されるものではない。光
出射側の基板１３２には、カラーフィルタ１４２，オーバーコート層１４３が形成される
。また、液晶層１２１の界面には配向膜１２２，１２３が形成される。
【００１６】
　このように構成された液晶パネル１１３に対し、バックライト部１１９から光を供給す
る。
【００１７】
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　以上、液晶表示装置の概要について説明したが、本発明の要旨である、バックライト部
１１９及び液晶パネル１１３の制御に関する構成について、以下詳細に説明する。
【実施例１】
【００１８】
　図１は、本発明に係る画像表示装置の基本構成図であって、入力信号１を信号処理回路
１０で、掛け算の関係にあるＲＧＢバックライト光量１１とＲＧＢサブ画素透過率１２に
分離する。そして、ＲＧＢバックライト光量１１は、ＬＥＤ駆動回路１３を用いてＬＥＤ
駆動信号１５に変換して、ＬＥＤバックライト１７を駆動する。
【００１９】
　一方のＲＧＢサブ画素透過率１２は、ＬＣＤ駆動回路１４を用いてＬＣＤ駆動信号１６
に変換して、ＬＣＤパネル１８を駆動する。こうして、最終的に、ＬＥＤバックライト
１７とＬＣＤパネル１８を駆動することで、両者の組み合わせとして表示画像が形成され
る。なお、各回路は、ＲＧＢ毎に備えられており、独立に動作する。また、ＲＧＢサブ画
素透過率１２をＲＧＢ独立制御することは、従来の表示装置と同じ動作である。液晶のサ
ブ画素とカラーフィルタの組み合わせを作ることで、波長分布を選択するスイッチのよう
な動作をする。
【００２０】
　本発明は、ＬＥＤバックライト１７をＲＧＢ独立制御することを特徴とする。これは、
蛍光灯あるいはＬＥＤ全色点灯のバックライトが、白色光源としての固定的な波長分布を
備えているのに対する基本的な相違点である。
【００２１】
　図１６は、ＲＧＢ３色ＬＥＤを同時点灯する駆動回路の構成例を示す。単一の駆動信号
を入力して、ＲＧＢ３種のＬＥＤを同時に駆動する。ＬＥＤに直列接続の抵抗の設定値に
より、ＲＧＢ３種のそれぞれの光量を調整することができて、これの組み合わせによりホ
ワイトポイント（白色）を設定する。一方、図１７は、ＲＧＢ３種のＬＥＤを独立して制
御する構成例である。それぞれを独立に駆動するため、３種の駆動信号を生成する手段が
必要になる。この生成方法について以下に説明する。
【００２２】
　図２は、掛け算の関係にあるＲＧＢバックライト光量とＲＧＢサブ画素透過率の説明図
である。表示出力は、ＲＧＢバックライト光量とＲＧＢサブ画素透過率の掛け算の関係に
あるとする。
【００２３】
　図２において、一定の表示出力を得るためには、両者は反比例の関係にあることを示し
ている。なお、ガンマ特性のような非線形要素を考慮していない。仮にガンマ特性がある
場合は、逆ガンマ特性を掛けて線形特性に変換することで上記関係は成り立つ。
【００２４】
　図２中に示したＡ，Ｂ，Ｃ点のいずれでも、取りうる信号範囲内であれば、二つの変数
の掛け算の結果である表示出力は一定である。言い換えると、ＲＧＢバックライト光量と
ＲＧＢサブ画素透過率の選択方法に自由度が発生する。
【００２５】
　ここで、点Ａは信号範囲内で、透過率最大とするバックライト光量を示している。つま
り、サブ画素透過率による光量低下を最小限として、バックライト光量を最大限に利用し
て表示出力を作ることになる。本発明は、バックライトの消費電力を最小とするために点
Ａを選択する。
【００２６】
　画面が単一の画素で構成されている場合には、画素のみについて、上記条件を適用すれ
ばよい。しかし、実際の画面は多数の画素で構成されている。そこで、まず画面の構成に
付いて説明する。
【００２７】
　図３（ａ）は、画面構成と画素の関係を示している。サブ画素３０は、液晶素子による
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透過率制御が可能な最小の単位である。これに、ＲＧＢカラーフィルタのいずれかを付加
することで、波長選択性を持たせた濃淡を制御することができる。そして、ＲＧＢ３種類
のサブ画素を組み合わせて画素３１を構成することで、色再現が可能な最小の単位となる
。さらに、画素３１を平面内に並置することで、画面３２を構成する。
【００２８】
　図示していないが画面３２を照明するバックライトを用意して、画面内にある複数のサ
ブ画素３０の透過率を制御することで、画面全体として滑らかな階調変化のカラー画像を
表示できるようになる。
【００２９】
　本発明はこのような構成において、画面における表示出力が最大の画素を表示するに必
要最小限のバックライト光量を設定することで、バックライト消費電力を最小にする。
【００３０】
　図３（ｂ）は、画面内のＲＧＢ信号のヒストグラムを例示している。ここで、注目する
のはＲＧＢ毎の最大値Ｒｍａｘ，Ｇｍａｘ，Ｂｍａｘであり、この最大値で画面単位のバ
ックライト光量を設定する。設定されたバックライト光量を用いて、ＲＧＢバックライト
光量とＲＧＢサブ画素透過率の掛け算の関係から、サブ画素の透過率を設定する。こうし
て画面全体のサブ画素について、破綻のないようにＲＧＢバックライト光量とＲＧＢサブ
画素透過率を算出できる。
【００３１】
　上記の説明では、バックライトは面内で均一に照明することを前提にしたが、面内で分
布を持つようにバックライトを構成することができる。具体的には、バックライトを複数
の領域に分割して光量を調整する。分割方法としては、横あるいは縦のストライプ単位、
あるいは、格子分割したエリア単位、とすることができる。本発明はこれらの分割方法を
限定するものではないが、以下の説明では分かりやすさのために全面一括してバックライ
ト光量を設定する場合を示すことにする。これらの分割を実現するために、発光手段はバ
ックライト面の直下に位置する面内に配置することも、あるいは、導光板の側面に配置す
ることもできる。本発明は、これらの発光手段の配置方法を限定するものではない。
【００３２】
　図４は、バックライト光量とサブ画素透過率と表示出力との波長分布特性の関係を示し
ている。ここでは、それぞれのＲＧＢの波長分布特性を簡単のため凸型で示している。特
に、バックライト光量とサブ画素透過率の波長分布特性が、一般的に異なっていることを
示す。
【００３３】
　バックライト光量の波長分布は、ＲＧＢ３種のＬＥＤの波長分布と、それぞれの駆動信
号に依存して決まる。一方のサブ画素透過率の波長分布は、カラーフィルタに依存する。
両者は全く異なる作成方法であるから、両者の波長分布を一致させることには困難がある
。この波長分布の相違による表示出力への影響を説明する。
【００３４】
　図４（ａ）は、バックライト光量とサブ画素透過率の全てを最大に設定することで、白
色を表示出力する動作を示している。
【００３５】
　図４（ｂ）は、青色（Ｂ）を表示出力する動作を示している。バックライト光量はＢの
み、サブ画素透過率はＲＧＢ全てを透過率最大としている。この両者の駆動の結果として
、バックライト光量のＢが表示出力となる。
【００３６】
　図４（ｃ）は、青色（Ｂ）を表示出力する動作を示している。バックライト光量はRGB
全て、サブ画素透過率は青色（Ｂ）のみ透過率最大としている。ここで、表示出力は、バ
ックライトＲＧＢとサブ画素Ｂの波長分布の組み合わせである。サブ画素Ｂの透過波長分
布は、バックライトＢの発光波長分布と一致せず、バックライトＧの発光波長分布に及ん
でいる。この結果として、バックライトＧの光量がサブ画素Ｂを透過して表示出力に表れ



(8) JP 2008-102379 A 2008.5.1

10

20

30

40

50

る。これを、ＲＧＢ相互間の色漏れという意味でクロストークと呼ぶ。
【００３７】
　このように、表示方法の選択によって、表示される青色（Ｂ）の波長分布が異なること
になる。同様に、赤色（Ｒ），緑色（Ｇ）を表示する場合にも、クロストークによる波長
分布の変化が発生する。
【００３８】
　以上、整理すると、（１）バックライトをＲＧＢ独立制御する、（２）バックライトと
サブ画素のＲＧＢ波長分布が不一致である、という二つの条件がある場合に、ＲＧＢ間で
色漏れ（クロストーク）が発生する。
【００３９】
　なお上記（１）に類似する要因として、発光手段の温度特性，寿命特性、等による発光
量の変化がある。これらは本来は制御したいための変化ではないが、制御したのと同じ結
果としての発光量の変化が生じる。したがってここでは、発光手段の温度特性，寿命特性
の詳細については説明しないが、解決策としては同一の手段を利用することが出来る。
【００４０】
　表示装置におけるＲＧＢ原色は、本来は固定されているべき基本特性である。しかし、
クロストークの発生により、ＲＧＢ原色が変動することは、画質劣化の要因である。
【００４１】
　本発明は、後述するように、クロストークを補正することで原色を固定して、画質を維
持することを特徴とする。
【００４２】
　図５は、ＲＧＢ原色の色度点を直線で結ぶことで表示できる色域の範囲を示している。
原色の色度点が最も外側に広がる領域Ａは、ＲＧＢバックライトが単色発光する場合であ
る。原色の色度点が最も内側に狭まる領域Ｂは、ＲＧＢバックライトが全色発光する場合
である。
【００４３】
　ここで、ＲＧＢバックライト光量を、図３(ｂ)に示すようにＲＧＢ毎の最大値Ｒｍａｘ
，Ｇｍａｘ，Ｂｍａｘで設定する場合、画面内容に応じてＲＧＢの組み合わせは変化して
、原色の色度点Ｒ，Ｇ，Ｂは、これらの最大領域Ａと最小色域Ｂ内を変動することになる
。ＲＧＢ原色の組み合わせで作る色も変化することになり、安定した色再現ができないこ
とになる。
【００４４】
　そこで、クロストーク補正とは、この変動を抑えることで色再現を安定化することを目
的とする。このために、本発明は、最小色域Ｂの内部に、安定的な原色の色度点を設定す
る。そして、ＲＧＢバックライト光量の設定に依存して変化する色域を、安定色域Ｂにマ
ッピングすることで、クロストーク補正を実現する。
【００４５】
　なお、バックライト光量を変換させることによる画質向上の効果として、液晶透過率を
オフにしたときのリーク減少がある。一般に、液晶透過率はオフ設定しても若干の光がリ
ークすることがある。入力映像信号から判断してバックライト光量を低減させておけば、
オフの液晶透過率が同じであっても、照射光量が低くなるのでリーク光量も低下する。こ
れにより、液晶透過率のオンとオフの表示出力の比率を高くすることができて、メリハリ
のある表示画面とすることができる。
【００４６】
　本発明は、信号処理の基本手順として、画面単位で設定するＲＧＢバックライト光量か
らクロストーク補正のためのクロストーク係数を算出し、このクロストーク係数を用いて
サブ画素透過率を補正することで、安定色域へのマッピングを行う。
【００４７】
　クロストーク補正方法を説明する前に、数式を用いてクロストークの発生原理を整理す
る。下記数式１を用いて、波長方向の分布特性を、等色関数を用いて数値データに変換し
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て関係付ける。等色関数は、色彩工学の分野では周知であり、視覚特性から導いた３種類
の波長感度曲線である。
【００４８】
　発光あるいは透過の波長分布に、３種類の波長感度曲線Ｘ（λ），Ｙ（λ），Ｚ（λ）
、（ここでλは波長）を掛け合わせることで、視覚に感じられる青色の特性を３つの数値
（Ｘ，Ｙ，Ｚ）で表すことができる。
【００４９】
【数１】

【００５０】
　Ｒの発光がサブ画素Ｒのカラーフィルタを透過する特性を等色関数ＸＹＺで表せば
（Ｘｒｒ，Ｙｒｒ，Ｚｒｒ）となる。同様に、画素ＧとＢのカラーフィルタを透過する特
性を等色関数ＸＹＺで表せば（Ｘｒｇ，Ｙｒｇ，Ｚｒｇ），（Ｘｒｂ，Ｙｒｂ，Ｚｒｂ）
となる。これらを合わせれば３×３サイズの係数マトリクスとなる。同様に、ＧとＢの発
光に関する特性を３×３サイズの係数マトリクスにまとめることができる。
【００５１】
【数２】

【００５２】
　ＲＧＢの発光を独立に制御するための駆動信号（ｒＬＥＤ，ｇＬＥＤ，ｂＬＥＤ）を上
記の係数マトリクスに掛けて、さらに、サブ画素Ｒの液晶素子の透過率ｒｌｃｄを掛け合
わせた値が、Ｒの表示出力となる。同様に、ＧとＢの表示出力も、それぞれの係数マトリ
クスに、サブ画素ＧとＢの液晶素子の透過率ｇｌｃｄ，ｂｌｃｄを掛け合わせた値が、Ｇ
とＢの表示出力となる。数式２から明らかなように、ＲＧＢそれぞれの出力に、ＲＧＢの
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３種すべての発光が寄与していることが、クロストーク発生の要因となる。
【００５３】
【数３】

【００５４】
　表示装置が備える表示特性を、Ｒについて（Ｘｒ，Ｙｒ，Ｚｒ）、Ｇについて（Ｘｇ，
Ｙｇ，Ｚｇ）、Ｂについて（Ｘｂ，Ｙｂ，Ｚｂ）、とする。表示装置は、表示装置が備え
る特性を入力した映像信号（ｒｉｎ，ｇｉｎ，ｂｉｎ）で駆動することを目的とする。つ
まり、目標値は数式３となる。
【００５５】

【数４】

【００５６】
　数式２の合計と、数式３の目標値を一致するように、駆動信号を算出すればよいことに
なる。ここでバックライト光量を設定する駆動信号（ｒＬＥＤ，ｇＬＥＤ，ｂＬＥＤ）は
、画面内の信号値に基づいて設定する。画面内均一に照明する場合については、画面単位
の（ｒＬＥＤ,ｇＬＥＤ,ｂＬＥＤ）を設定したうえで、液晶透過率（ｒｌｃｄ，ｇｌｃｄ
，ｂｌｃｄ）を算出する。数式２の合計と、数式３の目標値を等号で結び、液晶透過率
（ｒｌｃｄ，ｇｌｃｄ，ｂｌｃｄ）を左辺にまとめると数式４が得られる。数式４の構成
を見れば、右辺第３項はバックライト駆動信号を含む逆行列となっている。この右辺第３
項の逆行列をバックライト駆動信号に基づいて算出して、右辺第２項の定数と、入力映像
信号を掛け合わせることで、左辺の液晶透過率を求めることが出来る。
【００５７】
【数５】

【００５８】
　数式５は、バックライト光量に基づく係数マトリクスＣで関係付けられる、液晶透過率
と、入力映像信号の関係をまとめたものである。係数Ｃで、液晶透過率の修正演算を行う
ことによりクロストーク補正を実現することができる。入力映像信号は画素単位に変化す
ることから、右辺は画素ごとに計算することが必要になる。ここで右辺の演算方法として
は、
　１）数式通りの演算を実行する
　２）すべての組み合わせについて事前に結果を求めて表にまとめる
　３）飛び飛びの組み合わせの結果をまとめた表と補間演算を組み合わせる
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等がある。ここで１）は、逆行列を演算するための回路構成を用意する。
【００５９】
　２）は（ｒＬＥＤ，ｇＬＥＤ，ｂＬＥＤ）の組み合わせのすべての結果を格納するため
のメモリが必要となる。これに対して３）は、１）に比べて小規模の回路と２）に比べて
小容量のメモリを組み合わせることで実現できる。
【００６０】
　以上、本発明は、クロストークによる色域変動を信号処理により補正することを特徴と
する。上記したように、クロストークが発生する条件の一つとして、バックライトとサブ
画素のＲＧＢ波長分布特性の不一致がある。すなわち、使用するバックライトのＬＥＤと
サブ画素のカラーフィルタとに依存して波長分布は変化する。本発明は、これらの波長分
布に関わる情報を用意することで、クロストーク補正を行う。
【００６１】
　なお、入力映像信号で設定する目標は、バックライトおよびカラーフィルタの波長分布
に依存しない設定値であるから、この目標設定により、表示装置の表示可能な色域あるい
はホワイトポイントと呼ばれる無彩色の色を設定しておくことで、本発明の信号処理手段
はクロストーク補正と同時に、表示装置の表示可能な色域とホワイトポイントの色を安定
して表示することが可能となる。表示装置を見る観察者の好みを反映する絵作りを目的に
して、これらの目標を設定することができる。
【実施例２】
【００６２】
　本発明は図６に示すように、クロストーク補正のための信号処理を行うために、図１に
示す画像表示装置に、バックライト光量とサブ画素透過率の波長分布特性に関わる情報を
記憶する記憶手段としての特性レジスタ２０を用意することを特徴とする。
【００６３】
　特性レジスタ２０は、データの読み書きができる記憶手段である。特性レジスタ２０へ
書き込む特性信号２１は、例えば、バックライトのＬＥＤとサブ画素のカラーフィルタの
波長分布特性、あるいはバックライトのＬＥＤとサブ画素のカラーフィルタの波長分布に
等色関数を掛け合わせた数値、あるいはＲＧＢバックライト光量とクロストーク係数の関
係を示すデータ等である。
【００６４】
　特性レジスタ２０に特性信号２１を書き込むタイミングは、装置構成に依存して設定す
る。例えば、表示に関わる回路を全て一つの筐体に組み込むような装置形態では、これら
の装置を組み立てる時点で特性信号２１を特性レジスタ２０に書き込めばよい。あるいは
バックライト等の部品を交換できるような装置形態では、交換後の部品に関わる特性信号
２１を特性レジスタ２０に書き込むことが望ましい。したがって、特性レジスタ２０は、
書き換え可能であり書き込んだ内容を保持できるメモリ機能を備えるようにする。具体的
には、フラッシュメモリ，ＥＰＲＯＭ，電池バックアップ付きのＳＲＡＭ等を利用できる
。特性レジスタ２０に書き込まれた特性信号２１は、クロストーク補正を行うために利用
する。
【００６５】
　クロストーク補正を含む信号処理手順の一例を以下（１）から（７）に示す。（１）画
像データの入力と、画面内のＲＧＢごとの最大値Ｒｍａｘ，Ｇｍａｘ，Ｂｍａｘの算出、
（２）画面のＲＧＢバックライト光量を設定する、（３）画面のＲＧＢサブ画素透過率を
設定する、（４）特性レジスタからＲＧＢバックライト光量とクロストーク係数との関係
を示すデータを読み出す、（５）ＲＧＢバックライト光量からクロストーク係数を算出す
る、（６）クロストーク係数を用いてＲＧＢサブ画素透過率を補正する、（７）ＲＧＢバ
ックライト光量と補正したＲＧＢサブ画素透過率を出力する。
【００６６】
　ここで、上記手順（４）において、ＲＧＢバックライト光量の３つの組み合わせ数は、
ＲＧＢ各８ビットの場合には２の２４乗となり、補正係数のデータ量が大きい。そこで、
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より少ないデータ形式を採用するために、以下の方法（１）（２）（３）を採用すること
ができる。
【００６７】
　（１）ＬＵＴ（ルックアップテーブル）を利用する方法で、入力のＲＧＢバックライト
光量と出力の補正係数の関係をテーブルにまとめておく。ここで、入力はとびとびに離れ
た数値として、出力は補間することで、テーブルを小さくすることができる。
　（２）多項式近似を利用する方法で、ＲＧＢバックライト光量を変数として、演算結果
が補正係数となる関係を多項式で近似して用意する。この多項式の次数を高くすることで
近似の精度を高めることができる。なお、多項式の演算には、精度の高い掛け算処理が必
要となる。
　（３）エミュレートによる方法で、クロストークの発生原理を数値計算でエミュレート
する手段を用意する。例えば、前記数式１をモデルとして、クロストークを補正するため
の係数を算出して、補正処理に利用する。
【００６８】
　ここで、上記（１）の装置構成を具体的に説明し、本発明の特徴を示す。
　ＲＧＢのバックライト光量の大きさを３つの座標軸として、飛び飛びの分割を行い、分
割点の係数をテーブルとしてまとめておく。前記したようにクロストーク補正するための
係数は、３×３サイズのマトリクスにまとめることができて、それぞれの係数はＲＧＢの
バックライト光量に依存する変数である。そこで、図１０に示すように、ＲＧＢのバック
ライト光量をインデックスとして、係数値を読み出すテーブルを、それぞれの係数につい
て用意する。用意する係数は、前記した数式５の、バックライト光量の変数である係数Ｃ
のことである。
【００６９】
　ここで、ＲＧＢのバックライト光量の設定を各８ビットで分割するならば、その組み合
わせは１６７７７２１６（２５６の３乗）となる。一方、各４ビットで分割するならば組
み合わせは４０９６（１６の３乗）であり、比較すればテーブルのサイズを極めて小さく
構成することができる。しかし後者では座標の細かな分割点の係数を持てないので、格子
点位置のデータを用いて格子点間に位置するデータを補間により算出する。
【００７０】
　図１１は、３次元の座標軸の飛び飛び分割を示している、分割された格子に係数を割り
振り、その格子内の座標を細かく分割するための補間演算を行う。
【００７１】
【数６】

【００７２】
　本発明は、補間演算の手法を限定するものではないが一例として、格子点間を線形関数
で補間するための補間式である数式６を示す。格子の内部点ｐ０の数値を、それを囲む格
子点８個の数値ｐ１～ｐ８から算出する。内部点ｐ０の位置を、格子の辺の長さを１とし
た場合に、その長さを上限とする格子内部の位置をｄｘ，ｄｙ，ｄｚで表している。バッ
クライト光量を示す信号の上位ビットで飛び飛びの格子点の係数を表から読み出して、下
位ビットで上記の補間演算を行うことで、精度の高い係数値を算出することができる。と
ころで数式６は、基本式「ｐＣ＝ｐＡ＋（ｐＢ－ｐＡ）・ｄｘｙｚ」の形式の組み合わせ
であることが分かる。ここでＡＢＣは信号の種別、ｄｘｙｚはｄｘ，ｄｙ，ｄｚのいずれ
かを示す。図１２は、上記基本式のｐＡとｐＢを入力してｐＣを出力する演算要素を四角
で表した場合の、数式６の構造を示したものである。トリー構造の下側の入力に格子点位
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置にある係数を設定して、上段に計算を進めるにしたがい格子点内部位置を示すｄｘ，
ｄｙ，ｄｚを切り替えて設定していくことで、最終的に格子点内部に位置する係数値を算
出することができる。図から明らかなように、基本式を７回繰り返すことで補間演算の結
果を得ることが出来る。そして本発明は、３×３サイズの補正係数マトリクスの９個の要
素について、この補間演算を行う。
【００７３】
　このように規則的な演算を高速に実行する回路、あるいはソフトモジュールを用意して
繰り返し演算をすることで、簡易で高速な実行手段を実現できる。
【００７４】
　この補間式の演算は、バックライト光量が変化した時点で行えばよく、変化しない期間
は同じ補正係数を利用しつづけることができる。バックライト光量の変化のタイミングは
、バックライト光量の設定と算出方法に依存するものであり、本発明はそのタイミングを
限定するものではない。
【００７５】
　本発明は、パネル特性に基づく飛び飛びの格子点の係数を、事前に用意することを特徴
とする。クロストーク補正という従来に無かった課題を、実用的な回路規模と実行速度で
解決するために、パネル特性に基づいて作成する数値である。本発明は、この数値を、機
器間で入出力が容易なデータ構造を持たせて流通可能とすることを特徴とする。
【００７６】
　具体的には、タイトル，数値内容，数値のデータ量，数値の作成日，係数の種類，作成
者、等を記述したヘッダを付加することで、データの流通性を著しく高めることが出来る
。例えばパネルを内蔵する表示装置に該データを記録した媒体を付加するほか、何らかの
ネットワーク経由でデータ転送できるようにしておくことができる。
【００７７】
　こうして、例えばバックライトを構成する発光手段を、いわゆる保守管理のために交換
した場合においても、交換後の発光手段の特性を上記手段を用いて入力することで、正し
く補正処理を実行することで画質を維持することが出来る。
【実施例３】
【００７８】
　図７は、上記信号処理手順を実行する回路構成図であって、クロストーク補正に関わる
補正手段としてのクロストーク補正回路２６に着目して説明する。他の構成は図１と同様
である。ＲＧＢバックライト光量１１は、画面内の最大値に基づいて算出されて出力され
る。補正係数算出回路２２は、ＲＧＢバックライト光量１１を入力して、補正係数２３を
出力する。そして、サブ画素透過率補正回路２４は、補正係数２３に基づいてサブ画素透
過率１２の補正処理を行い、補正したサブ画素透過率２５を出力する。
【００７９】
　図８は、ＬＵＴ（ルックアップテーブル）によるクロストーク補正の回路構成図であっ
て、補正係数算出回路２２をメモリで構成して、クロストーク補正に用いるＬＵＴ（ルッ
クアップテーブル）として動作させる。
【００８０】
　ＬＵＴのデータは、特性信号２１自体をＬＵＴデータとして事前に用意することができ
るほかに、あるいは、図６に示す特性レジスタ２０に書き込まれた特性信号２１から近似
式を用いて算出することができる。
【００８１】
　図８において、ＬＵＴは、ＲＧＢバックライト光量（１１Ｒ，１１Ｇ，１１Ｂ）をメモ
リアクセス用のアドレスとして使い、メモリから読み出したデータを補正係数２３として
出力する。そして、この補正係数２３とＲＧＢサブ画素透過率(１２Ｒ，１２Ｇ，１２Ｂ)
を、ＲＧＢサブ画素透過率補正回路（２４Ｒ，２４Ｇ，２４Ｂ）で演算することにより、
補正したＲＧＢサブ画素透過率（２５Ｒ，２５Ｇ，２５Ｂ）を出力する。
【００８２】



(14) JP 2008-102379 A 2008.5.1

10

20

30

40

50

　このように、ＬＵＴを用いることで、高速かつ任意の変換が行える特徴がある。さらに
、クロストークとは異なるガンマ特性等を含めて一括変換するようにデータを書き込んで
おくこともできる。
【００８３】
　なお、特性レジスタ２０は、具体的には補正係数を算出するための近似多項式であって
よい。この構成の場合には、特性レジスタ２０へ書き込む特性信号２１としては、近似多
項式の係数値とする。多項式は、べき乗関数，サインコサイン関数等の組み合わせで作る
ことができる。例えば、係数をＡＢＣＤ、変数をＸとすれば、出力Ｙを、Ｙ＝（Ａ＋Ｂ・
Ｘ＋Ｃ・Ｘ・Ｘ＋Ｄ・Ｘ・Ｘ・Ｘ）として演算する（左式で「・」は掛け算を示す）。
【００８４】
　図８において、多項式近似を用いたクロストーク補正を行う場合には、補正係数算出回
路２２に、ＲＧＢバックライト光量（１１Ｒ，１１Ｇ，１１Ｂ）を変数として入力して、
補正係数を出力する多項式演算回路を備える。演算結果である補正係数２３は、サブ画素
透過率補正回路２４に入力する。そして、ＲＧＢサブ画素透過率(１２Ｒ,１２Ｇ,１２Ｂ)
と補正係数２３を、ＲＧＢサブ画素透過率補正回路（２４Ｒ，２４Ｇ，２４Ｂ）で演算す
ることにより、補正したＲＧＢサブ画素透過率（２５Ｒ，２５Ｇ，２５Ｂ）を出力する。
この多項式により補正係数算出を行うことで、ＬＵＴ方式で必要としたメモリを排除する
ことができる。
【実施例４】
【００８５】
　図９は、パソコン５０と表示パネル５１をケーブルで接続した、いわゆるパソコンテレ
ビの構成図であって、外部装置であるパソコン５０の本体には、主としてＣＰＵ５２，メ
モリ５３、図示しないハードディスクを有し、また、テレビ画像受信のためのＴＶチュー
ナ５４，画像を表示するためのＧＰＵ５５，グラフィックメモリ５６を備えている。一方
の表示パネル５１には、バックライト１７とＬＣＤパネル１８を内蔵する。
【００８６】
　ここで、表示パネル５１のバックライト１７をＲＧＢ独立制御するための信号処理を、
パソコン５０のＣＰＵ５２で行うとする。表示パネル５１の構成部品であるバックライト
１７とサブ画素カラーフィルタの波長分布に関わるデータとを、表示パネル５１からパソ
コン５０へ伝達しなければ、クロストーク補正処理等の波長分布に関わる信号処理を行う
ことができない。また、パソコン５０に接続する表示パネル５１は任意の機種を接続でき
ることが望ましい。
【００８７】
　そこで、表示パネル５１には、パネルに内蔵する部品であるバックライトとＬＣＤパネ
ルの波長分布特性を記憶する特性レジスタ２０を備える。そして、表示パネル５１からパ
ソコン５０へと表示パネル５１の波長分布に関わる特性信号２１を伝達する手段を用意す
る。パソコン５０は、例えば、メモリの５３一部領域を特性レジスタ２０′として利用す
る。
【００８８】
　このように、本発明は、波長分布に関わるデータを記憶する特性レジスタ(２０，20′)
を、表示パネル５１とパソコン５０とに用意して、それぞれの特性レジスタ(２０，20′)
間でのデータ通信手段を備えることを特徴とする。
【００８９】
　なお、特性レジスタ（２０，２０′）間でのデータ通信は、表示パネル５１の機種変更
時、あるいは電源ＯＮ時、あるいは操作者の指示に従って動作させる。例えば、パソコン
５０から表示パネル５１へ画像信号を伝達する信号ケーブルを兼用して、表示パネル５１
からパソコン５０側へ表示パネル５１の波長分布に関わるデータを伝達することができる
。あるいはＵＳＢ等の汎用インタフェースを用いてパソコン５０から表示パネル５１を接
続して、表示パネル５１からパソコン５０側へデータ伝送する。
【００９０】
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　パソコン５０が行う信号処理手順は、以下（１）から（６）のとおりである。（１）画
像信号を入力して、（２）画面単位のバックライト光量とサブ画素単位の液晶透過率を算
出して、（３）バックライト光量に基づくクロストーク補正係数を算出して、（４）液晶
透過率の補正処理を行い、（５）バックライト光量と液晶透過率を表示パネル５１へ伝送
して、（６）表示出力を得る。これらの信号処理は、パソコン５０に搭載されているCPU
５２を用いて、プログラム制御で演算することができる。
【００９１】
　上記信号処理手順（３）のクロストーク補正係数の算出は、前記したような飛び飛びの
テーブルと補間処理の組み合わせで実現することができる。例えば、図１３に示すように
電源ＯＮ後の準備期間に、パソコンの備えるメモリにバックライト光量の組み合わせをイ
ンデックスとする係数を用意する。そして、図１４に示すように、設定したバックライト
光量に基づいて、表検索を行い、その読み出し結果を用いて補間を行い、即座に補正係数
を求めることができる。これらの信号処理は、ＣＰＵを利用するほか、いわゆるＧＰＵ
（グラフィックスプロセッサユニット）を用いて実行することができる。
【００９２】
　上記信号処理手順（５）における伝送は、従来の映像信号と異なる信号形式となる。例
えば図１５に示すように、表示画面の構成は、ＣＲＴ動作との互換性を維持するために、
画面表示する映像期間と、帰線期間の組み合わせとなっている。そこで、画面の帰線期間
において画面単位のバックライト光量を、映像期間に画素単位の液晶透過率を設定して伝
送する。あるいは、映像期間内に含まれる画素の信号に、視覚的に識別困難な形式でデー
タ重畳することができる。
【００９３】
　このようにして、信号ケーブルの電気物理的な特性は互換性を保って信号伝送すること
ができる。あらかじめ機器種別を確認する手段を備えることで、ＣＲＴであるならば従来
どおりの信号伝送を行うように切り替えることで、破綻なく表示出力を実現することがで
きる。
【００９４】
　なお、パソコン５０での信号処理としては、画面単位のバックライト光量と画素単位の
液晶透過率を、画面画素の信号として扱うことが便利である。具体的には、グラフィック
メモリ５６上の画素データとして、プログラムで読み書きできるメリットがある。また、
表示パネル５１へ画素データとして伝送できる。
【００９５】
　また、特性信号２１の信号形式と、信号インタフェースの構成について説明する。最も
基本的な信号形式として、バックライトのＬＥＤとサブ画素のカラーフィルタの波長分布
特性をそのままデータとして記述する方法がある。分布特性ではデータ量が増加すること
から、等色関数を掛け合わせた数値データに変換して記述することができる。ここで、等
色関数は、視角の波長分布特性に基づいたＸＹＺと呼ばれる３種類の波長特性である。こ
れらの信号形式を利用するには、まず信号形式の選択を示すデータに引き続いて具体的な
データを連続することで、受信側においてデータ種別を区別して利用できる。
【実施例５】
【００９６】
　上記までは、バックライトが設定どおりの明るさで均一の光量で照射する場合を説明し
た。しかし、バックライトの構造に依存して、バックライトの均一性が欠ける場合がある
。例えば、ＬＥＤ等の発光手段をバックライト面の側面に配置して、バックライト面は該
ＬＥＤからの光量を導光して、面内において適宜な手法で前面方向に光を反射することで
、液晶面を照射することができる。このような発光手段を側面に配置する構成では、前面
方向の輝度は側面付近で強く、距離の離れた中央部では弱くなりやすい。これにより、面
内の輝度に不均一が生じることになり、これは表示装置の画質を劣化させる要因となる。
同様に、バックライトの直下にＬＥＤ等の発光手段を配置する場合でも、光の散乱が不十
分であれば不均一性が生じる。ここで言う不均一とは、ＲＧＢ等の異なる発光波長のLED
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チップを組み合わせて利用する場合に、それぞれのチップの発光が十分に混ざらないこと
により発生する、色のむらを含むものである。例えば、発光手段の照射対象の距離が短い
場合、あるいは異なる発光色のチップの間隔が広い場合、等では光学的な混色が不十分に
なることがある。
【００９７】
　しかしながら、このような不均一性は、バックライト構造と、個々の発光手段の駆動条
件に依存するものであるから、あらかじめ測定を行うことで対応付けをした特性値を得る
ことが出来る。例えば、側面配置のＬＥＤの駆動信号を設定値と、対応する面内の各画素
位置におけるバックライト光量を事前に測定して、表あるいは近似関数等の手法で記憶す
る手段を用意する。そして実際に表示を行う時点において、側面配置のＬＥＤの駆動信号
を設定したときの、表示画面の各画素位置の光量を上記手段で再現する。この表は、これ
らの条件の全てをインデックスとして、その対応する数値データを記憶するメモリで構成
することが出来る。あるいは、飛び飛びの条件における数値データを記憶しておき、補間
演算を組み合わせることができる。あるいは、上記の不均一性を三角関数等の関数を組み
合わせた近似関数で表す場合には、三角関数の各項の重みを示す係数のみを記憶しておけ
ばよい。こうして、面内の位置と、各発光手段の駆動条件（電圧あるいは電流等）、を入
力として、対応するバックライト光量を出力する手段を構成することができる。
【００９８】
　こうして再現するバックライト光量に基づいて、前記したクロストーク補償の信号処理
を実行することができる。この信号処理は、入力映像信号とバックライト光量に基づいて
液晶透過率を算出する手順でもあるから、同時にバックライトの不均一性を補償する信号
処理としての効果を達成することができる。また、表示色域、およびホワイトポイントを
設定する信号処理としての効果を同時に実現することも出来る。
【実施例６】
【００９９】
　上記の説明は、ＲＧＢの発光手段をそれぞれ独立に駆動するバックライトの波長分布が
変化する構成を示した。ここで、発光手段の波長分布がＲＧＢの３種類でない場合、例え
ば４種類の色の組み合わせでも同様のクロストーク要因が存在することは明らかである。
上記までに説明した本発明の手段を拡張することで解決できることも明らかである。透過
率を制御する液晶パネルに付加されたカラーフィルタの波長分布と、上記の多種の発光波
長分布との組み合わせによるＸＹＺ値のマトリクスを作り、入力映像信号による表示XYZ
を目標とする液晶透過率を算出する式を作成していけばよい。
【０１００】
　つぎに発光手段が、いわゆる白色の１色である場合を説明する。白色の発光手段として
は、内部に備えるＲＧＢ独立の発光手段を単一の信号で同時に駆動することで白色の発光
手段とする構成、あるいは、紫外線の発光手段と白色発光の蛍光体を組み合わせることで
白色の発光手段とする構成、等がある。本来はいずれの構成であっても白色の波長分布は
固定であるはずであるが、実用的な部品特性としては、波長分布が変動する場合がある。
例えば前者の構成では、駆動信号と発光量の関係がＲＧＢそれぞれの発光手段で異なり、
ＲＧＢの発光の比率が変化する場合には、白色の波長分布が変動することになる。さらに
ＲＧＢ独立の発光手段の温度と発光量の関係が異なる場合にも、組み合わされる白色の波
長分布が変動することになる。
【０１０１】
　白色のバックライトの光量を可変となるように駆動する場合において、上記要因がある
ならば、白色の波長分布が変化することになる。この変化による画質劣化の一つに、前記
したクロストークの発生がある。
【０１０２】
　このような波長分布に表示画面の色の変化を補正するために、前記した本発明の手段を
利用できることはいうまでもない。具体的には、バックライト発光量（あるいはＲＧＢ駆
動信号）と、該色変化を補正するために液晶駆動信号を補正するための係数を対応付けて
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おくことで、表示信号の補正を行う。バックライトの面内位置に依存する光量の変化があ
る場合には、該位置に対応する光量の変化に関する特性値を事前に測定して、記憶する手
段を用意しておく。そして、画面表示の走査線位置に基づいて、該位置に依存する光量の
変化を該記憶手段から読み出して、液晶透過率の補正処理を実行する。こうして、クロス
トーク補償とともに、バックライトの光量のむらを補正して、高い画質を維持することが
できる。
【０１０３】
　さらに暗い画面においては、バックライト光量を低下させて、液晶パネルをリークする
光量を削減することで、暗い画面を忠実に表示することができる。
【０１０４】
　以上、本発明は、バックライト光量をＲＧＢ独立に制御する液晶ディスプレイに適用で
きる。また、液晶ディスプレイを利用するテレビジョン受像器，パソコン，モニタ装置等
に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】本発明に係る画像表示装置の構成図。
【図２】バックライト光量とサブ画素透過率との掛け算の関係図。
【図３】画面構成と表示出力頻度との説明図。
【図４】ＲＧＢバックライト光量とＲＧＢサブ画素透過率の波長分布特性図。
【図５】色域変化の説明図。
【図６】本発明に係る画像表示装置の別の構成図。
【図７】本発明に係る画像表示装置のさらに別の構成図。
【図８】本発明に係る画像表示装置におけるクロストーク補正回路図。
【図９】パソコンテレビの実装構成図。
【図１０】係数テーブルの構成例を示す図。
【図１１】飛び飛び表と補間処理の組み合わせを示す図。
【図１２】３次元補間演算の構造を示す図。
【図１３】パソコンによる事前処理手順を示す図。
【図１４】パソコンによる補正演算手順を示す図。
【図１５】表示画面の構成を示す図。
【図１６】ＬＥＤ駆動回路の構成例を示す図。
【図１７】ＬＥＤ駆動回路の構成例を示す図。
【図１８】本発明にかかる液晶表示装置の概要を示す図。
【符号の説明】
【０１０６】
１　入力信号
１０　信号処理回路
１１　ＲＧＢバックライト光量
１１Ｒ　Ｒバックライト光量
１１Ｇ　Ｇバックライト光量
１１Ｂ　Ｂバックライト光量
１２　ＲＧＢサブ画素透過率
１２Ｒ　Ｒサブ画素透過率
１２Ｇ　Ｇサブ画素透過率
１２Ｂ　Ｂサブ画素透過率
１３　ＬＥＤ駆動回路
１４　ＬＣＤ駆動回路
１５　ＬＥＤ駆動信号
１６　ＬＣＤ駆動信号
１７　ＬＥＤバックライト
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１８　ＬＣＤパネル
２０　特性レジスタ
２１　特性信号
２２　補正係数算出回路
２３　補正係数
２４　サブ画素透過率補正回路
２４Ｒ　Ｒサブ画素透過率補正回路
２４Ｇ　Ｇサブ画素透過率補正回路
２４Ｂ　Ｂサブ画素透過率補正回路
２５　補正したサブ画素透過率
２５Ｒ　補正したＲサブ画素透過率
２５Ｇ　補正したＧサブ画素透過率
２５Ｂ　補正したＢサブ画素透過率
２６　クロストーク補正回路
３０　サブ画素（ＲＧＢのいずれか）
３１　画素
３２　画面
５０　外部パソコン
５１　表示パネル
５２　ＣＰＵ
５３　メモリ
５４　ＴＶチューナ
５５　ＧＰＵ
５６　グラフィックメモリ
１１１，１１２　偏光板
１１３　液晶パネル
１１９　バックライト部
１２１　液晶層
１２２，１２３　配向膜
１３１，１３２　基板
１３３　共通電極
１３５　画素電極
１３７　絶縁膜
１３８　保護絶縁膜
１４２　カラーフィルタ
１４３　オーバーコート層
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